
２２国際第９１９号  

関税割当公表第２０号 

 

   平成 23 年度のタイ産生鮮バナナの関税割当てについて  

 

 経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に

関する省令（平成17年農林水産省令第12号）第５条の規定に基づき、「経済

上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定」に基づき割当ての対象と

なるバナナ（プランテインを含むものとし、生鮮のものに限る。）（以下

「タイ産生鮮バナナ」という。）の関税割当てに関する事項を下記のように

定めます。 

  平成23年２月17日 

                     農  林  水  産  省  

 

記 

 

第１ 割当対象物品、割当数量及び通関期限 

１ 割当対象物品 

タイ産生鮮バナナ（関税定率法（明治43年法律第54号）別表第０８０

３．００号の１に掲げる物品） 

 ２ 割当数量  ８，０００トン 

 ３ 通関期限  平成24年３月31日 

第２ 関税割当申請書受付の担当課 

農林水産省生産局生産流通振興課 

第３ 関税割当証明書発給の担当課 

農林水産省大臣官房国際部国際経済課 



第４ 関税割当申請書の提出期間及び提出時間 

１ 提出期間  平成23年４月１日（金）から翌年３月26日（月）まで 

ただし、受付は、毎週月曜日及び毎週木曜日に締め切るものとし、当

該月曜日及び当該木曜日が行政機関の休日に当たる場合は、翌開庁日を

締切日とする。（以下「申請期間」という。） 

なお、各申請期間の締切日時点で年度当初からの申請数量の総計が第

１の２に掲げる割当数量（以下「限度数量」という。）を超える場合は、

平成23年度の残りの期間は申請の受付は行わないこととし、平成23年度

における申請の受付は終了した旨を当省ホームページ

（ http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_tha/index.html ）

に掲載する。 

２ 提出時間  午前10時から正午まで及び午後２時から午後４時まで 

第５ 関税割当申請者の資格 

タイが発給する証明書を所持する者であって、当該証明書の「輸入者」

の欄に記載された者と同一である者 

第６ 関税割当申請書に添付すべき書類 

１ タイが発給する証明書（別記様式） 

２ 法人の登記事項証明書（個人にあっては、住民票）（いずれも関税割

当申請書の提出日の前日から起算して前１ヵ月以内に交付されたものに

限る。） 

   ただし、本公表により２件以上申請する場合は、２件目以降は２の書

類の内容に変更なければ、２の書類の添付を必要としない。 

第７ 割当基準 

年度当初からの申請数量の総計が限度数量に達するまで、タイが発給す

る証明書に記載された数量の範囲内で申請のあった数量を割り当てるもの

とする。 



ただし、同一申請期間内の申請は同着とみなし、申請数量の総計が限度

数量を超える場合には、当該申請期間終了後、別途抽選により申請順位を

定め、上位の者から限度数量に達するまで割り当てることとする。 

なお、抽選の実施については、当該申請期間終了後に当省ホームページ

（ http://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_tha/index.html ）に

おいて公表する。 

第８ 関税割当証明書の発給 

１ 各申請期間に提出のあった関税割当申請書については、原則として申

請締切日の翌日から起算して４日目に当たる日（行政機関の休日は算入

しない。）に関税割当証明書を発給するものとするが、年度当初からの

申請数量の総計が限度数量を超える場合は、第７により抽選を実施した

後、関税割当証明書を発給するものとする。 

ただし、第５及び第６に基づく審査に時間を要する案件の場合には、

関税割当証明書の発給が遅れることがある。 

２ 関税割当証明書の発給は、申請者がタイ産生鮮バナナの関税割当てに

関して法令等に違反した場合又は虚偽の申告をした場合には行わないも

のとする。 

第９ その他  

１ 関税割当申請書の提出部数は２通（経済連携協定に基づく農林水産省

の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第１条）とし、その

他の添付書類の提出部数は１通とする。 

２ 関税割当申請書等の記載については、経済連携協定に基づく関税割当

申請書等の記載要領について（平成17年４月１日付け16国際第1297号）

によるものである。 

３ 割当てを受けた物品の輸入を希望しなくなったとき又は通関期限を経

過したときは、関税割当証明書を速やかに返納しなければならない。 



（経済連携協定に基づく農林水産省の所掌事務に係る物資の関税割当制

度に関する省令第４条） 

４ 関税割当証明書の有効期間については、関税割当証明書の「期間満了

日」の欄に記載された日までとし、当該有効期間の延長は行わないもの

とする。 

５ 関税割当てに当たり必要な書類の提出を別途求めることがある。 

第10 関税割当てを受けた者の氏名等の公表 

農林水産省は、本公表に基づき関税割当てを受けた者の氏名（名称）及

び住所を、農林水産省のホームページ、経済産業公報及び通商弘報におい

て公表する。 




